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九

器
名　

땚
簋
・
何
簋
（
李
學
勤
・
劉
源
）・
땙
簋
（
吳
鎭
烽
）

時
代　

西
周
早
期
（
成
王
期
）

出
土不

明
。

甲
器
は
『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
二
期
誌
上
に
て
張
光
裕
が
器
影
・
拓
本
と
と

も
に
考
釋
を
發
表
し
た
も
の
が
初
出
。
乙
器
の
器
影
・
拓
本
は
韋
心
瀅
「
땚
簋
銘

文
探
析
」
が
初
出
。

收
藏香

港
・
個
人
藏
（
王
宏
の
記
述
に
よ
る
）

著
錄張

光
裕
「
땚
簋
銘
文
與
西
周
史
事
新
證
」（『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
二
期
）

韋
心
瀅
「
땚
簋
銘
文
探
析
」（
朱
鳳
瀚
主
編
『
新
出
金
文
與
西
周
歷
史
』
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

吳
鎭
烽
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』（
以
下
、
呉
鎭
烽
集
成
と
略
）5136

・

5137考
釋

①
張
光
裕
「
땚
簋
銘
文
與
西
周
史
事
新
證
」（『
文
物
』
二
〇
〇
九
年
第
二
期
）

②
李
學
勤
「
何
簋
與
何
尊
的
關
係
」（『
出
土
文
獻
研
究
』
第
九
集
、二
〇
一
〇
年
）

『
三
代
文
明
研
究
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
年
）
所
收

③
韋
心
瀅
「
땚
簋
銘
文
探
析
」（
朱
鳳
瀚
主
編
『
新
出
金
文
與
西
周
歷
史
』
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

④
劉
源
「
從
殷
墟
卜
辭
的
〝
族
〞
說
到
周
初
金
文
中
的
〝
三
族
〞
」（『
古
文
字
研

究
』
第
二
八
輯
、
二
〇
一
〇
年
）

⑤
李
春
利
「
西
周
時
期
殷
遺
民
采
邑
試
析
」（『
文
博
』
二
〇
一
二
年
第
三
期
）

⑥
黃
國
輝
「
新
見
땚
簋
再
議
」（『
考
古
與
文
物
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
）

⑦
李
春
桃
「
說
땚
簋
銘
文
中
的
〝
亂
〞
字
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
學

研
究
中
心
網
站
、
二
〇
一
〇
年
）http://www.gwz.fudan.edu.cn/Src.Show.

asp?Src_ID
1332

⑧
王
宏
「
땚
簋
・
땚
尊
非
同
人
之
器
辨
」（『
殷
都
學
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
）

金
文
通
解

땚
簋

齋　
　

藤　
　

加　
　

奈



땚
簋

七
〇

⑨
洪
「
땚
簋
銘
文
釋
讀
及
相
關
問
題
」（『
社
會
科
學
戰
線
』二
〇
一
一
年
第
三
期
）

⑩
趙
平
安
「《
땚
簋
》
銘
文
在
文
字
演
變
上
的
意
義
」（『
出
土
文
獻
』
第
一
輯
、

二
〇
一
〇
年
）『
金
文
釋
讀
與
文
明
探
索
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
一
年
）所
收

器
制甲

器　

通
高23cm

　

口
徑19cm

　
　
　

  

ひ
ろ
が
っ
た
口
で
頸
部
分
は
窄
ま
っ
て
い
る
。
胴
部
は
や
や
膨
ら
ん
で
お

り
、
高
い
圈
足
（
高
臺
）
の
足
部
分
が
下
に
折
れ
、
胴
部
の
兩
側
に
一
對

の
龍
首
耳
が
あ
り
、
そ
の
下
に
鈎
狀
の
垂
耳
が
つ
い
て
い
る
。
蓋
の
表
面

は
隆
起
し
て
い
て
、
中
央
に
圓
餠
形
の
突
起
が
あ
り
、
周
圍
に
四
個
の
倒

立
し
た

龍
形
の
扁
扉
（
突
起
物
）
が
配
さ
れ
て
お
り
短
い
梁
に
よ
っ
て

圓
餠
と
繫
が
っ
て
い
る
。
蓋
を
逆
さ
に
置
く
と

龍
が
扁
足
と
な
っ
た
圓

底
盤
と
な
る
。
蓋
の
緣
は
內
に
凹
ん
で
お
り
、
器
の
緣
の
中
部
が
尖
っ
た

凸
狀
と
な
っ
て
い
て
兩
者
が
子
母
扣
を
形
成
し
て
い
る
（
セ
ッ
ト
と
な
っ

て
蓋
を
固
定
し
て
い
る
）。
頸
部
に
三
列
の
雲
雷
紋
で
出
來
た

龍
紋
が

飾
ら
れ
、
前
後
に
浮
き
彫
り
の
獸
頭
が
つ
い
て
お
り
、
蓋
の
緣
と
圈
足
は

ひ
と
し
く
列
旗
脊
獸
面
紋
（
い
わ
ゆ
る
饕
餮
紋
）
で
飾
ら
れ
て
い
る
。

乙
器　

通
高23cm

　

口
徑19.2cm

　
　
　

形
制
・
紋
飾
は
甲
器
と
同
じ
だ
が
、
大
き
さ
に
は
や
や
違
い
が
あ
る
。

　
　
　

  

②
李
學
勤
・
⑤
李
春
利
・
⑧
王
宏
ら
は
特
に
禽
簋
（『
殷
周
金
文
集
成
』

（
以
下
、
集
成
と
略
）4041

）
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
②
李

學
勤
と
③
韋
心
瀅
は
蓋
の
形
が
周
初
墓
か
ら
出
土
し
た
長
子
口
鼎
（『
新

收
殷
周
靑
銅
器
銘
文
曁
器
影
語
彙
編
』（
以
下
、
新
收
と
略
）542

）
な
ど

に
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
④
劉
源
は
獸
面
紋
が
朱
鳳
瀚
『
中
國
靑
銅
器

綜
論
』
の
饕
餮
Ｂ
ｃ
型
（
殷
末
周
初
）
と
分
類
し
、
形
制
か
ら
も
こ
れ
ら

の
二
器
が
西
周
早
期
に
屬
す
る
こ
と
が
確
認
出
來
る
と
し
て
い
る
。

銘
文甲

器
は
器
と
蓋
が
同
銘
で
、
四
行
三
四
字
（
う
ち
合
文
一
字
）。
乙
器
は
蓋
は

甲
器
と
同
銘
だ
が
、
器
底
は
別
銘
で
二
行
七
字
。

韋
心
瀅
「
땚
簋
銘
文
探
析
」
よ
り
（
圖
版
一
）
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甲
器
（
器
底
・
器
蓋
）・
乙
簋
（
器
蓋
）

隹
（
唯
）
八
月
公
쐫
（
夷
）
殷
年
、
公
易
（
賜
）
땚
貝
十
朋
、
廼
令
（
命
）
땚
랑

（
랡
）
三
族
、
為
땚
室
。
用
딗
（
茲
）

（
簋
）
뱠
（
設
）
公
休
、
用
乍
（
作
）

且
（
祖
）
乙
깮
（
깻
）
彝
。

乙
器
（
器
底
）

땚
멷
（
鑄
）
且
（
祖
）
辛
寶
깮
（
깻
）
彝
。

隹
（
唯
）
八
月
公
쐫
（
夷
）
殷
年
、

本
段
の
一
文
は
、
そ
の
年
の
重
大
な
出
來
事
を
記
す
こ
と
で
具
體
的
な
年
の
記

述
の
代
わ
り
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
大
事
紀
年
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
時
閒
を
示
す

際
に
は
年
・
月
の
順
に
表
記
す
る
場
合
や
、
冒
頭
に
月
を
表
記
し
末
文
に
年
を
表

記
す
る
例
が
一
般
的
だ
が
、
本
器
の
よ
う
な
月
・
年
の
順
番
は

作
父
乙
簋
（
集

甲
器
銘
文
（『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』05136

）

 

乙
器
銘
文
（『
商
周
靑
銅
器
銘
文
曁
圖
像
集
成
』05137

）



땚
簋

七
二

成4144

）「
才
（
在
）
十
月
一
、
隹
（
唯
）
王
廿
祀
」
な
ど
の
よ
う
に
殷
代
の
靑

銅
器
に
多
く
見
え
、
ま
た
文
頭
に
連
續
し
て
表
記
す
る
書
式
は
本
器
の
み
に
見
ら

れ
る
珍
し
い
特
徵
と
な
っ
て
い
る
。

「
公
쐫
殷
年
」
と
い
う
表
現
は
金
文
で
は
初
出
で
あ
る
。
쐫
の
字
そ
の
も
の
は

甲
骨
文
で
多
く
人
名
・
地
名
と
し
て
出
現
す
る
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
動
詞
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
①
張
光
裕
は
『
說
文
解
字
』
大
部
「
夷
、
平
也
」
を
文

獻
で
は
多
く
引
申
し
て
平
定
・
平
治
・
摧
毀
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
、『
逸

周
書
』
明
堂
解
「
是
以
周
公
相
武
王
以
伐
紂
、
夷
平
天
下
」【
こ
こ
を
も
つ
て
周

公
武
王
を
相
け
も
つ
て
紂
を
伐
ち
、
天
下
を
夷
平
す
】、『
呂
氏
春
秋
』
知
化
「
居

數
年
、
越
報
吳
、
殘
厥
國
、
絕
厥
世
、
滅
厥
社
稷
、
夷
厥
宗
廟
、
夫
差
身
為
擒
」【
居

る
こ
と
數
年
、
越
吳
に
報
ひ
、
厥
の
國
を
殘
し
、
厥
の
世
を
絕
ち
、
厥
の
社
稷
を

滅
し
、厥
の
宗
廟
を
夷
し
、夫
差
の
身
擒
と
為
る
】、『
史
記
』
張
耳
陳
餘
列
傳
「
章

邯
引
兵
至
邯
鄲
、皆
徙
厥
民
河
內
、夷
厥
城
郭
」【
章
邯
兵
を
引
き
て
邯
鄲
に
至
り
、

皆
厥
の
民
を
河
內
に
徙
し
、
厥
の
城
郭
を
夷
す
】
な
ど
を
引
く
。
そ
し
て
쐫
字
は

字
の
造
り
か
ら
推
測
し
て
「
土
を
平
ら
か
に
す
る
」
意
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
쐫
殷
が
具
體
的
に
何
の
事
件
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
武
王
が
紂
を
伐

し
た
克
殷
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
三
監
の
亂
で
あ
る
と
い
う
點
で
諸
氏
一
致
し
て
い

る
。
①
張
光
裕
は
利
簋
（
集
成4131

）「

（
武
王
）
征
商
」
の
征
商
に
は
明
ら

か
に
征
伐
の
意
が
あ
る
の
に
對
し
夷
殷
は
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
が
あ
り
、「
平

治
」す
る
對
象
は
武
庚
や
管
叔
ら
の
反
亂
者
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た『
逸

周
書
』
度
邑
解
「
王
曰
『
嗚
呼
、旦
、我
圖
夷
茲
殷
、其
惟
依
天
』」【
王
曰
く
『
あ

あ
旦
よ
、
我
は
茲
の
殷
を
夷
す
る
を
圖
り
、
其
れ
惟
れ
天
に
依
ら
ん
』】
を
引
き
、

文
獻
の
「
夷
茲
殷
」
と
本
銘
の
「
쐫
殷
」
が
同
じ
出
來
事
を
指
し
て
い
る
と
考
え

る
。②

李
學
勤
は
夷
と
字
釋
し
、
張
光
裕
の
考
え
を
更
に
進
め
て
夷
に
大
き
く
二
つ

の
意
味
が
あ
る
と
す
る
。「
夷
殷
」
に
殷
商
の
故
地
を
平
定
し
た
と
い
う
意
味
と
、

殷
の
都
を
壞
滅
さ
せ
た
と
い
う
意
味
、
す
な
わ
ち
『
荀
子
』
儒
效
篇
「
殺
管
叔
、

虛
殷
國
、
而
天
下
不
稱
戾
焉
」【
管
叔
を
殺
し
、
殷
國
を
虛
す
る
も
、
天
下
戾
と

稱
さ
ず
】
の
「
虛
殷
國
」
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
、
殷
墟
文
化
の
下
限
を
論
議
す

る
に
あ
た
っ
て
の
重
要
資
料
で
あ
る
と
考
え
る
。
⑥
黃
國
輝
も
李
學
勤
と
同
じ
よ

う
に
쐫（
夷
）と
い
う
字
釋
を
行
っ
て
お
り
、⑨
洪

は
쐫
と
隸
定
す
る
が「
夷
」・

「
平
」
の
意
味
で
あ
る
と
訓
じ
て
い
る
。
本
銘
の
쐫
が
文
獻
中
の
夷
と
ほ
ぼ
同
義

の
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
李
・
黃
氏
の
隸

定
に
從
っ
て
お
く
。

쐫
（
夷
）
が
平
定
の
意
で
あ
る
と
す
る
張
・
李
兩
氏
の
解
釋
は
妥
當
で
あ
る
が
、

こ
の
一
字
の
み
を
取
り
上
げ
都
市
（
殷
墟
）
の
破
壞
が
行
わ
れ
た
と
斷
言
す
る
こ

と
に
は
若
干
の
疑
問
も
あ
る
。
①
張
光
裕
の
い
う
、
反
亂
の
平
定
と
い
う
狀
況
を

そ
れ
以
前
の
克
殷
と
差
別
化
す
る
た
め
「
夷
」
と
い
う
語
を
用
い
た
と
す
る
解
釋

の
方
が
よ
り
穩
當
で
あ
ろ
う
。
但
し
『
逸
周
書
』
度
邑
解
で
は
夷
殷
は
本
來
武
王

の
意
圖
し
て
い
た
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
獻
上
で
は
三
監
の
亂
は
武
王
死

後
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
度
邑
解
と
本
銘
の
內
容
が
完
全
に
一
致
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。

本
銘
で
夷
殷
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
人
物
、
す
な
わ
ち
文
中
の
「
公
」
が
誰

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
獻
で
三
監
の
亂
を
鎭
壓
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
周
公
旦
そ
の
ひ
と
で
あ
る
と
い
う
說
で
諸
說
一
致
し
て
い
る
。
金
文
資
料

で
は
卿
盤
（
吳
鎭
烽
集
成14432

）「
周
公
朿
（
來
）
伐
商
」【
周
公
來
た
り
て
商
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を
伐
す
】、
禽
簋
（
集
成4041

）「
王
伐
떔
（
蓋
・
奄
）
侯
、
周
公
某
（
謀
）」【
王

奄
侯
を
伐
つ
に
、周
公
謀
あ
り
】、꾢
方
鼎
（
集
成2739

）「
隹
（
唯
）
周
公

（
于
）

征
伐
東
尸
（
夷
）・
豐
伯
・
（
薄
）
古
（
姑
）、咸

」【
こ
れ
周
公
ゆ
き
て
東
夷
・

豐
伯
・
薄
姑
を
征
伐
し
こ
と
ご
と
く

す
】
の
文
で
周
公
の
名
が
見
え
る
が
、
し

か
し
大
保
簋
（
集
成4140

）
で
は
「
王
伐

子
뭇
（
聖
）、
꽏

（
厥
）
反
、
王

降
征
令
（
命
）
于
大
保
」【
王

子
聖
を
伐
つ
、
あ
あ
そ
の
反
す
る
や
、
王
征
命

を
大
保
に
降
す
】
と
記
さ
れ
て
お
り
、
召
公
奭
も
武
庚
の
亂
の
平
定
に
參
與
し
て

い
た
事
實
が
確
認
出
來
る
。
本
銘
の
「
公
」
が
周
公
で
あ
る
か
召
公
で
あ
る
か
、

或
い
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
땚
の
主
筋
に
當
た
る
人
物
を
公
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
な

の
か
、
現
時
點
で
は
確
定
し
難
い
。

傳
世
文
獻
で
は
、
周
公
東
征
は
複
數
の
集
團
に
よ
る
蜂
起
を
數
年
か
け
て
鎭
壓

し
た
經
緯
が
複
數
の
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
逸
周
書
』
作
雒
解
に
は
「
元
年

夏
六
月
、葬
武
王
于
畢
。
二
年
、又
作
師
旅
、臨
衞
征
殷
、殷
大
震
潰
降
、辟
三
叔
」

【
元
年
夏
六
月
、
武
王
を
畢
に
葬
る
。
二
年
、
ま
た
師
旅
を
な
し
、
衞
に
臨
み
殷

を
征
す
、
殷
大
い
に
震
え
潰
降
し
、
三
叔
を
辟
す
】
と
い
い
、『
尚
書
大
傳
』
に

は
「
周
公
攝
政
、
一
年
救
亂
、
二
年
克
殷
、
三
年
踐
奄
、
四
年
建
侯
衞
、
五
年
營

成
周
、六
年
制
禮
作
樂
、七
年
致
政
成
王
」【
周
公
政
を
攝
し
、一
年
に
亂
を
救
い
、

二
年
に
殷
を
克
し
、
三
年
に
奄
を
踐
し
、
四
年
に
侯
衞
を
建
て
、
五
年
に
成
周
を

營
み
、
六
年
に
禮
を
制
し
樂
を
作
り
、
七
年
に
政
を
成
王
に
致
す
】
と
い
う
。
⑥

黃
國
輝
は
班
簋
（
集
成4341

）「
三
年
靜
東
國
」【
三
年
に
し
て
東
國
靜
ま
る
】

を
引
き
、
傳
世
文
獻
の
記
述
と
の
一
致
を
指
摘
す
る
が
、
班
簋
の
推
定
製
作
年
は

穆
王
期
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
周
公
東
征
と
の
關
連
は
な
い
。
周
公
に
よ
る

一
連
の
軍
事
活
動
の
う
ち
、
禽
簋
や
꾢
方
鼎
な
ど
の
記
述
が
文
獻
に
お
け
る
三
年

目
の
踐
奄
、
山
東
地
方
へ
の
出
兵
に
相
當
す
る
が
、
本
銘
に
記
さ
れ
る
夷
殷
は
卿

盤
や
大
保
簋
と
同
年
の
、
周
公
の
二
年
目
の
軍
事
活
動
で
あ
る
と
い
う
解
釋
で
諸

氏
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
、
②
李
學
勤
は
『
尚
書
大
傳
』
の
周
公
攝
政
開
始
が
そ

の
ま
ま
成
王
の
初
年
に
當
た
る
と
考
え
、
本
銘
の
「
公
쐫
殷
年
」
を
成
王
二
年
と

比
定
し
て
い
る
の
に
對
し
、
③
韋
心
瀅
は
『
尚
書
大
傳
』「
七
年
致
政
成
王
」
が

成
王
初
年
で
あ
る
と
考
え
、「
公
쐫
殷
年
」
の
年
が
成
王
紀
年
に
も
武
王
紀
年
に

も
當
た
ら
な
い
か
ら
こ
そ
大
事
紀
年
の
方
法
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
。
禽
簋
や
大
保
簋
と
い
っ
た
三
監
の
亂
や
東
征
に
關
す
る
銘
文
に
王
が
登

場
す
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
空
位
期
閒
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、

李
學
勤
說
が
よ
り
妥
當
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
說
を
採
る
に
せ
よ
、
本
器
が
成
王

期
の
は
じ
め
に
作
ら
れ
た
器
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。

公
易
（
賜
）
땚
貝
十
朋

本
段
で
は
、
周
公
に
よ
る
땚
へ
の
賞
賜
を
記
し
て
い
る
。

文
中
の　

 

字
を
①
張
光
裕
・
⑥
黃
國
輝
及
び
吳
鎭
烽
集
成
は
益
と
隸
定
し
、

②
李
學
勤
は
먪
、
③
韋
心
瀅
・
⑤
李
春
利
・
⑩
趙
平
安
は
易
と
隸
定
す
る
が
、
張

說
に
お
い
て
も
益
・
易
が
同
じ
錫
部
に
屬
す
る
こ
と
か
ら
音
通
假
借
し
て
易
、
賜

の
意
で
あ
る
と
す
る
。
易
字
に
つ
い
て
は
、
郭
沫
若
「
由
周
初
四
德
器
的
考
釋
說

明
殷
代
已
在
進
行
文
字
的
簡
化
」（『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
七
期
）・
陳
夢
家
「
西

周
靑
銅
器
斷
代
（
二
）27

」（『
考
古
學
報
』
總
一
〇
期
、
一
九
五
五
年
）
な
ど
に

よ
っ
て
、
甲
骨
の
益
字
（　

 

・　

 

）
の
一
部
を
拔
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
字
で
あ
る
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
一
方
、
徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』（
四



땚
簋

七
四

川
辭
書
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
で
は
Ⅰ
期
の　

 

（『
甲
骨
文
合
集
』（
以
下
、
合

集
と
略
）5458

）
や　

 （
合
集8253

）
が
本
來
の
字
形
で
、
二
つ
の
酒
器
を
傾
け

注
が
れ
た
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
る
象
形
か
ら
賜
與
の
意
味
と
な
っ
た
と
說
明
し

て
い
る
。
甲
骨
文
で
は
繁
體
字
と
省
略
字
が
併
存
す
る
ほ
か
、
西
周
早
期
の
德
鼎

（
集
成2405

）
の　

 
字
、
德
簋
（
集
成3733

）
の　

 

字
な
ど
皿
の
部
分
を
省
略

せ
ず
に
記
さ
れ
た
金
文
の
易
字
も
存
在
す
る
。
⑩
趙
平
安
は
、
本
銘
の　

 

字
の

形
狀
が
靑
銅

の
形
狀
お
よ
び
金
文

字
の
或
體
（
集
成10182

宗
仲

の　

 

）

の
形
狀
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
銘
の
字
は
易
字
で
あ
り
、
易
は

か
ら
分
化

し
て
出
來
た
字
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

本
銘
の
字
形
は
左
邊
が
大
き
く
灣
曲
し
、
柄
の
付
い
た
圭
瓚
あ
る
い
は
趙
平
安

の
言
う

に
似
た
形
狀
を
し
て
い
る
。
金
文
益
字
（　

 

）
に
見
ら
れ
る
●
も
金

文
易
字
（　

 

・　

 

）
に
見
ら
れ
る
彡
も
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
曲
線
の
強
調
さ

れ
た
字
體
は
金
文
益
よ
り
も
易
に
近
似
し
て
お
り
、
德
鼎
の
字
と
同
じ
く
易
と
釋

し
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

땚
は
作
器
者
の
名
前
で
あ
る
。こ
の
字
を
②
李
學
勤
は
何
と
字
釋
し
て
い
る
が
、

땚
を
何
の
異
體
字
と
す
る
見
解
は
以
前
か
ら
あ
り
、
一
九
六
三
年
に
陝
西
省
寶
鷄

市
で
發
見
さ
れ
た
땚
尊
（
集
成6014

）
に
つ
い
て
も
、
唐
蘭
「
땚
尊
銘
文
解
釋
」、

馬
承
源
「
何
尊
銘
文
初
釋
」、張
政

「
何
尊
銘
文
解
釋
捕
遺
」
と
、同
じ
『
文
物
』

一
九
七
六
年
第
一
期
誌
上
に
揭
載
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
も
字
釋
が
統
一
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
確
認
出
來
る
。
唐
蘭
は
땚
を

の
異
體
字
で
あ
る
と
し
、『
爾
雅
』

（『
廣
雅
』
の
誤
り
）
釋
詁
「

、
息
也
」
を
引
い
て
い
る
。
裘
錫
圭
も
『
古
文
字

論
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
で
唐
說
に
從
い
、
荷
物
を
擔
ぐ
時
に
息
を

吐
き
出
す
樣
子
を
表
し
た
字
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
郭
沫
若
は
『
兩
周
金
文
辭

大
系
』（『
郭
沫
若
全
集
考
古
編
』
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。
原
著
は
一
九
三
二

年
）
の
「
何
簋
」
の
條
で
땚
を
何
の
異
體
字
で
あ
る
と
す
る
が
、
古
は
何
と
歌
は

一
字
で
、
人
に
從
い
可
聲
の
も
の
と
欠
に
從
い
哥
聲
の
も
の
に
違
い
は
な
い
と
論

じ
て
い
る
。

こ
の
땚
尊
と
本
器
の
作
器
者
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ

り
、
そ
の
詳
し
い
內
容
は
後
述
す
る
が
、
⑧
王
宏
は
字
形
の
比
較
檢
討
に
よ
っ
て

も
尊
と
簋
の
作
器
者
が
別
人
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
兩

者
と
も
肩
に
戈
を
擔
い
だ
人
の
象
形
字
で
あ
り
、
땚
簋
の
字
で
は
人
物
の
左
側
、

땚
尊
で
は
右
側
に
刃
が
あ
る
。
何
字
は
孫
海
波
な
ど
に
よ
れ
ば
本
來
は
「
荷
」
の

初
文
で
あ
り
、
땚
と
同
じ
く
肩
に
戈
を
擔
い
だ
人
を
象
っ
て
い
る
が
、
⑧
王
宏
は

땚
字
の
頭
部
が
口
と
な
っ
て
い
る
の
に
對
し
、
何
字
は
正
面
向
き
の
頭
で
あ
る
と

兩
者
を
分
類
し
て
お
り
、
そ
の
點
は
參
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
땚
字
が
何
字
か
ら

分
化
し
て
出
來
た
字
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
本
銘
で
は
人
名
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
現
狀
で
は

や
歌
と
い
っ
た
他
の
字
に
確
定
す
る
決
め
手
も
な

い
と
思
わ
れ
る
の
で
、本
稿
で
は
取
り
敢
え
ず
땚
と
隸
定
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

땚
尊
の
땚
と
は
向
き
の
左
右
や
書
體
に
差
異
は
あ
る
が
、
別
字
と
解
釋
す
る
ほ
ど

の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
⑧
王
宏
は
十
年
前
後
に
作
ら
れ
た
同
一
人
物
を
記
す
複

數
の
銘
文
で
大
き
な
書
體
の
違
い
が
な
い
と
論
じ
て
い
る
が
、
筆
記
者
の
違
い
に

よ
っ
て
書
體
が
異
な
る
こ
と
は
特
に
不
自
然
な
事
象
で
は
な
い
。

貝
十
朋
は
땚
へ
の
賜
興
物
で
あ
る
。
寶
貝
は
古
代
中
國
で
呪
物
や
裝
飾
物
と
し

て
珍
重
さ
れ
、殷
周
期
は
主
に
賜
與
物
や
陪
葬
品
と
し
て
盛
行
し
た
。柿
沼
陽
平『
中

國
古
代
貨
幣
經
濟
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
と
、
殷
周
時
代

の
墓
葬
か
ら
出
土
す
る
寶
貝
の
ほ
と
ん
ど
は
キ
イ
ロ
ダ
カ
ラ
と
ハ
ナ
ビ
ラ
ダ
カ
ラ



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

七
五

だ
と
い
う
。
朋
は
貝
の
數
量
を
表
す
單
位
で
、
元
は
貝
を
紐
な
ど
で
繫
げ
た
形
狀

を
象
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
殷
周
金
文
で
は
十
朋
の
他
に
朋
・
二
朋
・
三

朋
・
四
朋
・
五
朋
・
十
朋
又
四
朋
・
廿
朋
・
卅
朋
・
五
十
朋
・
八
十
朋
・
百
朋
な

ど
の
單
位
が
登
場
す
る
。

一
朋
は
王
國
維
「
說
玨
朋
」（『
觀
堂
集
林
』
河
北
教
育
出
版
社
、二
〇
〇
一
年
。

原
著
は
一
九
二
七
年
）
以
來
貝
十
個
に
相
當
す
る
と
い
う
說
が
主
流
と
な
っ
て
い

る
が
、典
籍
中
で
は
『
周
易
』
損
卦
六
五
「
或
益
之
十
朋
之
龜
」
の
崔
憬
注
に
「
雙

貝
曰
朋
」
と
い
い
、『
漢
書
』
食
貨
志
「
為
大
貝
十
朋
」
の
顏
師
古
注
に
「
兩
貝

為
朋
」
と
い
い
、『
毛
詩
』
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
・
菁
菁
者
莪
「
錫
我
百
朋
」

の
鄭
玄
箋
に
「
五
貝
為
朋
」
と
あ
り
、
古
く
は
二
貝
ま
た
は
五
貝
で
一
朋
と
す
る

說
も
存
在
し
た
。
ま
た
李
孝
定
は
『
甲
骨
文
字
集
釋
』（
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言

硏
究
所
、
一
九
六
五
年
）
で
二
六
枚
で
二
條
と
な
っ
た
朋
貝
の
出
土
物
の
存
在
を

論
據
と
し
一
朋
の
定
數
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
論
じ
、
唐
蘭
は
『
西
周
靑
銅

器
銘
文
分
代
史
徵
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
で
一
朋
は
貝
二
百
個
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
喬
志
敏「『
貝
』『
朋
』新
論
」（『
中
原
文
物
』一
九
八
八
年
第
二
期
）

に
よ
れ
ば
、
西
周
期
に
は
十
種
の
貝
あ
る
い
は
そ
れ
を
模
し
た
貝
貨
が
存
在
し
て

い
た
と
い
い
、
そ
の
重
量
や
大
き
さ
、
材
質
が
異
な
る
以
上
は
貝
一
個
の
價
値
が

同
じ
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
同
等
の
貨
幣
的
な
價
値
を
持
つ
一
定
の
數
の
朋

が
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
柿
沼
論

文
で
も
喬
志
敏
の
說
を
支
持
し
て
い
る
。

땚
が
貝
を
賜
興
さ
れ
た
理
由
は
、
本
銘
の
文
中
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
賜
與

の
行
わ
れ
た
年
や
後
文
の
內
容
を
鑑
み
る
と
三
監
の
亂
に
際
し
て
公
を
何
ら
か
の

形
で
助
け
る
功
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
斷
定
は
避
け
て
お
く
。
賞
賜
の

貝
と
靑
銅
器
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
貝
を
代
金
と
し
て
賞
賜
さ
れ
た
も
の
と
同
等

の
價
値
の
靑
銅
器
を
作
成
し
た
、
あ
る
い
は
貝
の
呪
術
的
な
效
能
や
賞
揚
さ
れ
た

こ
と
自
體
に
價
値
を
見
出
し
、
貝
の
價
格
と
は
關
係
な
く
靑
銅
器
を
作
成
し
た
と

い
う
二
つ
の
可
能
性
が
存
在
す
る
が
、
當
時
の
物
價
が
明
確
に
判
明
し
て
い
な
い

現
狀
で
は
ど
ち
ら
で
あ
る
と
も
確
定
し
難
い
。
西
周
早
期
の

伯

簋
（
集
成

3763

）
で
は
大
딲
（
琮
）
を
購
入
す
る
為
の
價
格
が
五
十
朋
、
西
周
中
期
の
三
年

衞

（
集
成9456

）
で
は
田
十
田
の
價
格
が
八
十
朋
で
田
三
田
が
廿
朋
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
西
周
早
期
の
仲
랖
父
壺
（
新
收955

）
は
全
文
を
釋
讀
し
難
い
が

恐
ら
く
靑
銅
壺
の
價
格
が
四
朋
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
器
が
貝
十
朋
相
當

で
作
成
可
能
だ
っ
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

廼
令
（
命
）
땚
랑
（
랡
）
三
族
、
為
땚
室
。

本
段
で
は
賞
賜
に
引
き
續
き
、
땚
へ
の
命
令
が
行
わ
れ
て
い
る
。
上
の
語
を
接

續
し
て
下
の
語
に
繫
げ
る
「
廼
」
字
の
性
質
を
考
え
る
と
、
こ
の
閒
に
何
ら
か
の

內
容
の
省
略
、
例
え
ば
땚
が
貝
を
賜
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
一
文
を
省
い
た
こ
と

を
廼
字
が
暗
に
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

랑
字
の
字
釋
は
③
韋
心
瀅
が
랑
の
ま
ま
に
し
て
い
る
他
、
①
張
光
裕
・
吳
鎭
烽

の
集
成
で
は
「
랡
（
司
）」、
⑥
黃
國
輝
は
「
랑
（
司
）」、
④
劉
源
・
⑧
王
宏
・
⑨

洪

は
「
司
」、
②
李
學
勤
は
「
治
」、
⑤
李
春
利
・
⑦
李
春
桃
は
「
亂
」
と
各
々

釋
し
て
い
る
。
大
ま
か
に
區
分
す
る
と
、
랑
を
랡
の
省
略
し
た
形
と
考
え
「
司
る
」

と
訓
じ
る
立
場
と
、『
說
文
解
字
』

部
「
랑
、
治
也
、
讀
若
亂
」
に
從
い
「
治

め
る
」
と
訓
じ
る
二
つ
の
立
場
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
⑦
李
春
桃
は
や
や
特
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殊
で
、
五
年
琱
生
簋
（
集
成4292

）「
餘
弗
敢
랑
」【
餘
敢
へ
て
亂
す
こ
と
な
し
】

の
랑
を
亂
と
釋
す
こ
と
な
ど
を
根
據
に
本
銘
の
랑
を
亂
と
隸
定
し
て
い
る
が
、『
說

文
解
字
』
乙
部
「
亂
、
治
也
」
を
引
き
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
治
め
る
」
の
意
味
で

解
釋
し
て
い
る
。

五
年
琱
生
簋
以
外
で
랑
字
の
見
え
る
牧
簋
（
集
成4343

）「
多
랑
（
亂
）」、
番

生
簋
蓋
（
集
成4326
）「
朱
랑
（

）」
の
二
器
で
も
、
랡
の
意
味
で
こ
の
字
を

用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、職
務
を
任
命
す
る
內
容
の
銘
文
に
お
い
て
「
令
女
（
あ

る
い
は
名
前
）
랡
（
あ
る
い
は
官
랡
）」
云
々
の
表
現
は
뿫
簋
（
集
成4215

）「
命

女
（
汝
）
랡
（
司
）
成
周
里
人
、

者
（
諸
）
侯
・
大
亞
、
냋
（
訊
）
訟
罰
、
取

徵
五

（

）」【
汝
に
命
じ
て
成
周
里
人
お
よ
び
、
諸
侯
・
大
亞
の
訊
訟
罰
を
司

ら
し
め
、五

を
取
徵
せ
よ
】、南
宮
柳
鼎
（
集
成2805

）「
令
（
命
）
柳
、랡
（
司
）

六
밍
（
師
）
牧
・
陽
（
場
）
大
릓
（
友
）」【
柳
に
命
じ
て
、
六
師
の
牧
場
の
大
友

を
司
ら
し
む
】
な
ど
多
く
の
銘
文
で
見
ら
れ
る
一
般
的
な
表
現
と
な
っ
て
お
り
、

全
體
の
文
意
や
前
例
を
鑑
み
る
と
本
銘
の
랑
は
랡
の
省
略
で
あ
る
と
考
え
た
方
が

妥
當
で
あ
ろ
う
。

랑
三
族
と
為
땚
室
は
、
本
銘
の
中
で
も
特
に
大
き
く
解
釋
の
分
か
れ
る
箇
所
で

あ
る
。

本
銘
以
外
の
金
文
で
三
族
と
い
う
語
が
出
現
す
る
の
は
、
明
公
簋
（
集
成

4029

）「
唯
王
令
（
命
）
明
公
、
遣
三
族
伐
東
或
（
國
）。
才
（
在
）
돳
、
魯
侯
又

（
有
）
넬
（
繇
）
工
（
功
）、
用
乍
（
作
）
旅
彝
」【
唯
れ
王
明
公
に
命
じ
、
三
族

を
遣
は
し
東
國
を
伐
た
し
む
。
돳
に
在
り
、
魯
侯
繇
功
有
り
、
用
つ
て
旅
彝
を
作

る
】
に
お
け
る
一
例
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
明
公
簋
も
ま
た
西
周
早
期
の
作
で
、

伐
東
國
の
語
か
ら
は
周
公
東
征
を
連
想
し
や
す
い
が
、
魯
が
建
國
さ
れ
た
の
は
周

公
東
征
の
後
で
あ
り
、
伯
禽
が
魯
侯
と
な
っ
た
時
期
が
戰
後
す
ぐ
で
あ
る
か
否
か

が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
點
で
の
斷
言
は
や
や
尚
早
で
あ
ろ
う
。

本
銘
の
三
族
と
明
公
簋
の
三
族
が
同
じ
集
團
を
指
す
の
か
ど
う
か
も
含
め
、
땚

簋
の
三
族
や
室
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
複
數
の
說
が
あ
る
。

①
張
光
裕
は
三
族
が
反
亂
者
で
あ
る
三
監
の
族
屬
で
、
夷
殷
の
後
に
周
公
の
命

を
受
け
た
땚
に
よ
っ
て
管
治
さ
れ
、
そ
の
後
の
東
國
征
伐
で
は
周
公
の
子
で
あ
る

明
公
の
下
で
軍
と
し
て
組
織
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。「
為
땚
室
」
に
つ
い
て
は
、

三
族
の
管
治
の
た
め
に
땚
を
外
地
に
派
遣
す
る
に
あ
た
っ
て
、
行
政
指
揮
の
本
據

地
を
設
置
さ
せ
た
と
解
釋
し
て
い
る
。

②
李
學
勤
は
『
周
禮
』
小
宗
伯
「
掌
三
族
之
別
、
以
辨
親
疏
。
其
正
室
皆
謂
之

門
子
、
掌
其
政
令
」【
三
族
の
別
を
掌
り
、
以
て
親
疏
を
辨
ず
。
其
の
正
室
皆
こ

れ
を
門
子
と
謂
ひ
、
其
の
政
令
を
掌
る
】
の
鄭
玄
注
に
「
三
族
、
謂
父
・
子
・
孫
、

人
屬
之
正
名
」【
三
族
は
父
・
子
・
孫
を
謂
ひ
、
人
屬
の
正
名
な
り
】
と
い
う
こ

と
か
ら
、
三
族
を
掌
る
と
い
う
職
務
が
族
姓
宗
法
の
職
務
に
關
係
し
て
い
る
と
解

釋
し
、
땚
が
祭
祀
を
管
理
す
る
官
員
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
為
땚
室
」
に
つ
い

て
は
室
を
建
物
と
釋
し
て
땚
に
房
舍
を
建
造
さ
せ
た
、
あ
る
い
は
室
を
妻
と
釋
し

て
땚
に
妻
を
娶
ら
せ
た
と
す
る
二
說
を
述
べ
て
い
る
。

③
韋
心
瀅
は
땚
を
殷
遺
民
の
貴
族
で
땚
尊
の
作
器
者
と
は
別
人
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
姫
姓
貴
族
の
成
員
で
あ
る
三
監
の
屬
を
管
理
す
る
役
目
を
與
え
ら
れ
る

の
は
不
適
當
で
あ
り
、
ま
た
周
公
が
子
姓
宗
族
の
內
部
宗
法
に
關
心
を
持
つ
は
ず

が
な
い
と
張
光
裕
・
李
學
勤
說
を
否
定
す
る
。
周
初
の
殷
遺
民
を
統
治
す
る
に
際

し
て
は
、
族
氏
ご
と
に
周
人
貴
族
に
分
配
さ
れ
元
の
居
地
か
ら
移
動
さ
せ
る
方
法
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が
取
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
、
本
銘
の
三
族
と
は
す
な
わ
ち
三
つ
の
殷
遺
民
氏
族

の
こ
と
で
、
夷
を
以
て
夷
を
治
め
る
と
い
う
方
策
に
よ
っ
て
땚
に
治
理
さ
せ
た
の

で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
室
と
は
本
來
親
族
組
織
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
親
族
だ
け
で
な
く
家
臣
・
僕
庸
・
臣
妾
な
ど
も
包
括
し
た
政
治
・
軍
事
・
經
濟

的
共
同
體
を
指
す
と
考
え
、「
為
땚
室
」と
は
三
族
を
땚
氏
の
共
同
體
に
組
み
込
む
、

つ
ま
り
땚
の
附
庸
と
し
た
と
い
う
意
味
だ
と
解
釋
し
て
い
る
。

⑤
李
春
利
は
땚
を
殷
遺
民
で
땚
尊
の
作
器
者
と
は
別
人
で
あ
る
と
す
る
立
場
を

取
る
が
、
周
公
夷
殷
後
の
天
下
の
形
勢
が
未
だ
穩
や
か
な
ら
ざ
る
時
期
に
、
商
人

に
商
人
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
は
道
理
に
合
わ
な
い
と
考
え
韋
心
瀅
說
を
否
定
し
て

い
る
。
そ
し
て
同
じ
く
땚
の
身
分
と
當
時
の
狀
況
を
理
由
と
し
て
、
三
族
を
張
光

裕
の
い
う
三
監
の
屬
で
も
な
い
と
考
え
、
李
學
勤
說
を
支
持
し
三
族
が
自
己
の
氏

族
を
指
す
と
見
な
し
て
い
る
。『
左
傳
』
定
公
四
年
に
「
昔
武
王
克
殷
、
成
王
定

之
…
…
分
魯
公
以
大
路
大
旂
…
…
殷
民
六
族
、
條
氏
・
徐
氏
・
蕭
氏
・
索
氏
・
長

勺
氏
・
尾
勺
氏
、
使
帥
其
宗
氏
、
輯
其
分
族
」【
昔
武
王
殷
に
克
ち
、
成
王
こ
れ

を
定
む
…
…
魯
公
に
分
か
つ
に
大
路
大
旂
…
…
殷
民
六
族
、
條
氏
・
徐
氏
・
蕭

氏
・
索
氏
・
長
勺
氏
・
尾
勺
氏
を
以
て
し
、
其
の
宗
氏
を
帥
ゐ
、
其
の
分
族
を
輯お

さ

め
し
む
】
を
引
き
、
땚
も
條
氏
や
徐
氏
の
氏
族
長
と
似
た
よ
う
な
立
場
で
、
周
公

か
ら
自
己
の
家
族
を
掌
管
す
る
と
い
う
命
令
を
受
け
る
こ
と
で
貴
族
身
分
の
繼
續

を
保
證
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
室
の
解
釋
に
對
し
て
は
韋
心
瀅
の
共

同
體
說
を
參
照
し
、「
為
땚
室
」
を
自
己
の
采
邑
を
建
立
す
る
意
味
で
あ
る
と
解

釋
し
て
い
る
。
逆
鐘（
集
成60

63

）「
乃
且（
祖
）考
許
政
于
公
室
。
今
余
易（
賜
）

女
（
汝
）
干
五
錫
・
戈
彤
되
（
沙
）。
用
륾
于
公
室
僕
庸
・
臣
妾
、小
子
室
家
」【
な

ん
ぢ
の
祖
考
政
を
公
室
に
許
さ
る
。今
余
汝
に
干
五
錫
・
戈
の
彤
沙
な
る
を
賜
ふ
。

用
て
公
室
の
僕
庸
・
臣
妾
、
小
子
の
室
家
を
륾
せ
し
む
】、
卯
簋
蓋
（
集
成4327

）

「
乃
先
且
（
祖
）
考
、
死
（
尸
）（
司
）
랡
（
司
）
롸
（
榮
）
公
室
」【
な
ん
ぢ
の

先
祖
考
、榮
の
公
室
を
尸
司
す
】、
렉
（
新
收1606

）「
王
弗
뭜
（
忘
）
덗
（
應
）

公
室
」【
王
應
の
公
室
を
忘
れ
ず
】
に
見
え
る
公
室
は
諸
侯
卿
大
夫
の
家
族
を
指

す
語
で
あ
り
、
小
宗
な
ど
の
小
規
模
な
家
で
は
室
家
と
稱
す
る
が
、
本
銘
の
室
も

そ
れ
ら
と
同
樣
の
意
味
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
。

④
劉
源
は
땚
簋
と
明
公
簋
の
三
族
を
同
じ
集
團
と
見
な
し
て
お
り
、
甲
骨
文
・

明
公
簋
の
記
述
中
の
三
族
が
軍
事
組
織
で
あ
り
單
な
る
三
つ
の
家
族
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
宗
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
軍
隊
で
東
征
の
主
力
を
成
す
、
西
周
晩
期

の
禹
鼎
に
見
え
る
西
六
師
や
殷
八
師
と
似
た
精
銳
部
隊
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
周

公
の
宗
族
內
部
の
下
級
貴
族
と
平
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
左
・
中
・
右
の
三
部

に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
「
三
族
」
と
稱
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。
張
光
裕
の

三
監
屬
說
に
對
し
て
は
、三
監
の
存
在
そ
の
も
の
が
西
周
の
資
料
に
未
見
で
あ
り
、

ま
た
『
左
傳
』
定
公
四
年
の
殷
民
六
族
・
七
族
の
語
を
見
れ
ば
三
監
の
管
理
下
に

あ
っ
た
殷
遺
民
は
三
族
だ
け
に
限
ら
な
い
こ
と
、
周
公
に
克
殷
翌
年
の
東
征
ま
で

に
三
監
の
軍
の
再
編
成
を
行
う
時
閒
的
餘
裕
が
存
在
し
た
と
考
え
難
い
こ
と
な
ど

を
理
由
に
否
定
し
て
い
る
。

⑥
黃
國
輝
は
沫
司
徒
뎜
簋
（
集
成4059

）
に
「
王
朿
（
來
）
伐
商
邑
、녬
（
延
）

令
（
命
）
康
侯

（
鄙
）
于
衞
。
눐
（
沫
）
랡
（
司
）
土
（
徒
）
뎜

（
鄙
）」

【
王
來
た
り
て
商
邑
を
伐
ち
、
延
き
て
康
侯
に
命
じ
て
衞
に
鄙
せ
し
む
。
沫
の
司

徒
뎜
鄙
に
お
よ
ぶ
】
と
あ
り
、
克
殷
後
は
直
ち
に
康
叔
を
衞
に
駐
屯
さ
せ
殷
人
の

管
理
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
逸
周
書
』
作
雒
解
の
、
周
公
の
克
殷
後
「
俾

康
叔
宇
于
殷
、
俾
仲
旄
父
宇
于
東
」【
康
叔
を
し
て
殷
に
宇
せ
し
め
、
仲
旄
父
を
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し
て
東
に
宇
せ
し
む
】
と
い
う
當
時
三
監
の
族
を
管
理
し
て
い
た
の
が
康
叔
と
仲

旄
父
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
張
光
裕
說
を
否
定
し
、
時
代
が
合
わ
な
い
こ
と

か
ら
明
公
簋
の
三
族
と
も
違
う
集
團
で
あ
る
と
考
え
る
。
淸
人
兪
樾
の
「
族
者
、

軍
中
部
族
也
」
な
ど
を
引
い
て
古
代
で
は
軍
と
族
が
一
體
化
し
て
い
た
と
論
じ
、

땚
簋
と
明
公
簋
に
お
け
る
「
三
族
」
は
殷
代
の
五
族
や
三
族
と
同
じ
く
三
支
族
の

軍
隊
に
屬
す
る
者
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
明
公
の
親
族
、
땚
の
親
族
で
構
成

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
室
に
關
し
て
は
祭
祀
の
場
所
で
あ
り
、「
為
땚
室
」
と

は
周
公
が
땚
の
祭
室
を
作
っ
た
と
解
釋
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
땚
尊
銘
文
中
の

「
宗
小
子
」
の
語
に
着
目
し
、
新
た
に
祭
室
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
、
땚
が
小
宗

と
し
て
獨
自
の
祭
祀
權
を
持
ち
、
支
族
で
あ
る
三
族
を
管
理
す
る
こ
と
が
出
來
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

三
族
に
關
す
る
諸
說
の
中
で
は
、
特
に
④
劉
源
・
⑤
黃
國
輝
が
殷
代
甲
骨
文
の

用
例
に
着
目
し
て
い
る
。
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□
戌
卜
、爭
貞
、令
（
命
）
三
族
﹇
从
（
從
）﹈
沚　

 
伐
土
﹇
方
﹈、

受
﹇
祐
﹈

　

  【
□
戌
卜
す
、
爭
貞
ふ
、
三
族
に
命
じ
て
沚　

 

に
從
ひ
土
方
を
伐
つ
に
、
祐

を
受
く
か
】

合
集32815　

己
亥
、
歷
貞
、
三
族
王
其
令
（
命
）
追
召
方
及
于　

 

　

  【
己
亥
、
歷
貞
ふ
、
三
族
に
王
其
れ
命
じ
て
召
方
を
追
は
し
む
る
に
、　 

に

及
ば
ん
か
】

い
ず
れ
も
Ⅰ
期
の
卜
辭
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
辭
で
三
族
の
語
が
軍
組
織
の
一

單
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
國
征
伐
に

派
遣
さ
れ
た
明
公
簋
の
三
族
は
甲
骨
と
同
じ
用
例
で
あ
る
が
、
特
定
の
氏
族
名
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
本
銘
の
三
族
が
明
公
簋
と
同
じ
集
團
を
指
す
と
い
う

確
證
は
な
く
、
⑥
黃
國
輝
の
い
う
よ
う
に
兩
者
は
別
の
集
團
と
見
な
し
た
方
が
無

難
で
あ
ろ
う
。
本
銘
の
三
族
は
無
理
に
軍
組
織
と
解
釋
せ
ず
と
も
、
三
つ
の
氏
族

と
釋
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

ま
た
、
傳
世
文
獻
中
に
見
え
る
三
族
の
語
は
前
述
『
周
禮
』
小
宗
伯
以
外
に
も
、

『
儀
禮
』
士
昏
禮
に
「
吾
子
有
賜
命
、
某
旣
申
受
命
矣
。
唯
是
三
族
之
不
虞
、
使
某

也
工
吉
日
」【
吾
が
子
に
命
を
賜
ふ
有
り
、
某
旣
に
申
ね
て
命
を
受
く
。
唯
れ
是
れ

三
族
の
不
虞
、某
を
し
て
吉
日
を
工
せ
し
む
】
の
鄭
玄
注
に
「
三
族
、謂
父
母
昆
弟
、

己
昆
弟
、
子
昆
弟
」
と
い
い
、『
禮
記
』
仲
尼
燕
居
に
「
以
之
閨
門
之
內
有
禮
、
故

三
族
和
也
」【
こ
れ
を
以
て
閨
門
の
內
に
禮
有
り
、故
に
三
族
和
す
な
り
】
と
い
い
、

內
容
に
異
同
は
あ
る
が
い
ず
れ
も
親
族
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

室
に
つ
い
て
の
解
釋
で
は
、
公
室
・
室
家
と
の
關
連
を
い
う
⑤
李
春
利
の
指
摘

は
參
照
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
職
務
を
任
命
す
る
他
の
銘
文
中
で
、
特
に
逆
鐘
の

銘
文
中
で
は
公
室
の
範
圍
內
に
僕
庸
・
臣
妾
な
ど
の
隸
民
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

も
考
え
併
せ
る
と
、「
為
땚
室
」
と
は
③
韋
心
瀅
の
い
う
、
他
の
氏
族
を
己
の
家

の
附
庸
と
し
た
と
い
う
解
釋
が
最
も
適
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
三
族
の
具
體
的
な

構
成
員
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
時
期
か
ら
推
測
す
る
に
、
康
叔
や
魯
侯
に
與
え

ら
れ
た
よ
う
な
殷
の
遺
民
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

室
と
は
家
財
・
財
產
を
指
す
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
邑
を

賜
る
の
別
の
表
現
、
あ
る
い
は
人
閒
の
み
與
え
ら
れ
領
地
に
移
住
さ
せ
た
と
い
う

內
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

七
九

用
딗
（
茲
）

（
簋
）
뱠
（
褻
・
設
）
公
休
、
用
乍
（
作
）
且
（
祖
）
乙

깮
（
깻
）
彝
。

뱠
は
륦
字
の
左
下
に
衣
の
付
い
た
字
形
と
な
っ
て
い
る
。
륦
は
埶げ

い

と
も
隸
定
し
、

異
體
字
が
多
く
甲
骨
文
に
は
土
の
な
い
も
の
が
多
い
が
、
い
ず
れ
も
人
が
木
を
植

え
る
姿
を
象
っ
て
お
り
、『
說
文
解
字
』

部
に
「
埶
、

也
」
と
い
う
。
于
省

吾
な
ど
は
藝
の
初
文
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
ま
た
裘
錫
圭
は
「
古
文
獻
中
讀
為

〝
設
〞
的
〝
埶
〞
及
其
與
〝
執
〞
字
互
訛
之
例
」（『
東
方
文
化
』
一
九
九
八
年

三
六
卷
一

二
號
合
刊
）
で
武
威
漢
簡
や
甲
骨
金
文
で
륦
字
が
設
置
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
例
を
指
摘
し
、
古
音
「
埶
」
は
祭
部
に
屬
し
、「
設
」
は
祭
部
と
隣

り
合
う
月
部
に
屬
す
こ
と
か
ら
陰
入
對
轉
の
關
係
に
な
っ
て
お
り
、
埶
を
「
勢
」

と
讀
め
ば
設
と
聲
母
が
同
じ
で
あ
る
の
で
兩
字
が
通
用
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

①
張
光
裕
は
中
方
鼎
（
集
成2751

、2752

）「
王
令
（
命
）
中
先
省
南
國
貫
行
、

륦
（
藝
・
設
）
王
댾
（
居
）。
才
（
在
）

깹
眞
山
、
中
乎
（
呼
）
歸
（
饋
）
生

鳳
于
王
륦（
藝
・
植
）于
寶
彝
」【
王
中
に
命
じ
て
先
に
南
國
を
省
し
貫
行
せ
し
め
、

王
居
を
設
せ
し
む
。

깹
眞
山
に
在
り
、
中
呼
ば
れ
生
鳳
を
王
よ
り
饋
ら
れ
、
寶

彝
を
륦
す
】、靜
鼎
（
新
收1795

）「
令
（
命
）
師
中

靜
省
南
或
（
國
）
□
륦
（
藝
、

設
）
댾
（
居
）」【
師
中
と
靜
に
命
じ
南
國
を
省
せ
し
め
居
を
□
設
せ
し
む
】、
中

（
集
成6514

）「
中
륦
王
休
、
用
乍
（
作
）
父
乙
寶
깻
彝
」【
中
は
王
の
休
に

륦
し
、
用
て
父
乙
の
寶
깻
彝
を
作
る
】
の
例
を
擧
げ
、
特
に
中

の
例
は
本
銘
の

륦
の
用
法
と
同
じ
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。ま
た
裘
錫
圭
說
を
參
照
し
、「
륦
」が「
設
」

と
讀
め
る
の
で
あ
れ
ば
「
施
」
と
も
音
義
が
近
く
、
故
に
「
륦
」
に
も
「
施
」
の

意
味
が
あ
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
後
文
で
は
無
理
に
設
・
施
と
隸
定
せ
ず

と
も
、
륦
の
樹
を
植
え
る
（
樹
立
）
と
い
う
本
義
が
引
申
さ
れ
て
彰
顯
の
義
と
な

り
、
對
揚
と
同
じ
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

②
李
學
勤
は
張
光
裕
說
の
前
半
と
同
じ
く
、
裘
錫
圭
の
「
設
」
說
を
支
持
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。                   

ま
た
、
⑨
洪

は
中

の
륦
を
「

字
の
誤
書
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
馬
承

源
『
商
周
靑
銅
器
銘
文
選
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
六

一
九
九
〇
年
）
の
解

釋
を
引
用
す
る
が
本
器
の
뱠
字
に
つ
い
て
は
新
た
な
解
釋
が
必
要
で
あ
る
と
し
、

ま
た
張
光
裕
說
に
つ
い
て
は
「
設
王
休
」
と
い
う
表
現
が
古
文
字
資
料
に
も
傳
世

文
獻
に
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
뱠
」
字
が
「
륰
（

）」

聲
（
月
部
字
）
に
從
う
字
で
あ
れ
ば
、
古
文
字
中
で
魚
部
と
月
部
の
字
が
相
通
ず

る
狀
況
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
か
ら
、
魚
部
字
で
あ
る
「
揚
」
と
し
て
讀
む
こ

と
が
出
來
る
と
述
べ
て
い
る
。
月
部
・
魚
部
の
通
假
の
具
體
例
と
し
て
は
甲
骨
の

「
作
」（
魚
部
）
が
丯か

い

（
月
部
）
の
注
音
形
聲
字
で
あ
る
と
吳
振
武
が
唱
え
て
い
る

例
、
甲
骨
「
즓
」
字
は
「
害
」（
匣
母
月
部
）
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
즓
字

は
戰
國
秦
簡
で
禹
（
于
母
魚
部
）
の
初
文
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例
、
金
文
や
戰

國
楚
簡
で
「
戟
」
字
に
丯
聲
や
建
聲
の
聲
符
が
付
さ
れ
て
い
る
例
、
中
山
王

鼎

（
集
成2840

）
で
「
빀
」（
魚
部
）
が
越
國
の
越
（
月
部
）
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
例
、『
說
文
解
字
』
で
「
從
虎

い
つ

聲
」
と
さ
れ
る

が
實
際
は
魚
部
字
で
あ
る

が

は
月
部
で
あ
る
例
、『
說
文
通
訓
定
聲
』
で
於
が
魚
部
で
閼
が
月
部
に
配
さ

れ
て
い
る
例
な
ど
を
擧
げ
、
兩
部
の
讀
音
に
お
け
る
密
接
な
關
係
を
說
明
し
て
い

る
。文

意
か
ら
も
뱠
が
對
揚
と
同
義
の
語
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。
馬
承
源
の

い
う

字
は
お
そ
ら
く
耳
尊
（
集
成6007

）
の　

  

の
よ
う
な
字
形
を
指
す
の
で



땚
簋

八
〇

あ
ろ
う
が
、
こ
の
字
が
單
な
る
揚
字
の
異
體
字
で
あ
る
可
能
性
も
高
く
뱠
字
と
の

關
係
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
洪

說
を
採
用
す
る
の
は
や
や
拙

速
で
あ
ろ
う
。
も
し
假
に
本
銘
の
뱠
字
も
字
形
の
似
て
い
る
揚
の
誤
字
で
あ
る
と

考
え
る
と
文
意
は
格
段
に
讀
み
取
り
や
す
く
な
る
が
、
こ
れ
も
確
定
す
べ
き
證
據

が
な
く
、
衣
字
の
付
い
て
い
る
理
由
も
不
明
と
な
り
問
題
が
多
い
。
本
稿
で
は
ひ

と
ま
ず
張
光
裕
・
李
學
勤
說
に
從
い
「
設
」
と
隸
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
郭
錫
良

『
漢
字
古
音
手
册
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
で
は
古
音
の
衣
は
影
母

微
部
に
屬
し
て
お
り
、
同
じ
陰
聲
韻
で
あ
る
魚
部
の
設
に
近
い
發
音
と
い
う
こ
と

を
強
調
す
る
為
に
、聲
符
と
し
て
륦
の
下
に
衣
が
附
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

祖
乙
は
땚
に
よ
っ
て
本
器
を
捧
げ
ら
れ
た
祖
先
で
あ
る
が
、
諡
號
に
は
日
干
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
땚
尊
で
は
祭
祀
對
象
の
諡
が
「
庾
公
」
と
な
っ
て
お
り
、
諡

號
の
違
い
か
ら
兩
器
の
땚
を
別
人
で
あ
る
と
考
え
る
學
者
も
存
在
す
る
。
③
韋
心

瀅
・
⑧
王
宏
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
本
器
の
땚
は
周
公
の
同
族
（
小
宗
）
で
あ
り

王
朝
の
高
官
で
あ
っ
た
땚
尊
の
作
器
者
と
は
別
人
の
殷
遺
民
の
貴
族
で
あ
り
、
周

に
よ
る
懷
柔
の
一
手
段
と
し
て
恩
惠
を
與
え
ら
れ
た
の
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
そ

れ
と
は
逆
に
、
①
張
光
裕
・
②
李
學
勤
・
⑥
黃
國
輝
は
兩
者
が
同
一
人
物
で
あ
る

と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
⑥
黃
國
輝
は
땚
が
周
王
室
の
同
姓
小
宗
の
長
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
商
人
も
周
人
も
一
樣
に
日
名
を
使
う
習
俗
を
持
っ
て
い
た
と

論
じ
て
い
る
。
땚
尊
で
は
땚
の
父
祖
が
文
王
・
武
王
を
補
佐
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
成
王
二
年
の
땚
簋
で
祖
で
あ
る
祖
乙
を
祭
り
、
成
王
五
年
の
땚
尊
で

は
父
で
あ
る
庾
公
を
祭
っ
た
と
黃
國
輝
は
考
え
、
땚
の
父
が
死
ん
だ
の
は
成
王
二

年
か
ら
五
年
の
閒
だ
と
推
測
し
て
い
る
。

他
の
證
據
が
な
い
以
上
兩
器
の
땚
が
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
は
現
時
點
で
は

は
っ
き
り
斷
言
出
來
な
い
が
、
兩
者
の
活
動
時
期
が
ご
く
近
い
こ
と
か
ら
同
一
人

物
で
あ
る
可
能
性
は
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
西
周
晩
期
の
應
侯
鼎
（
近
出

二292

）
に
は
祭
祀
對
象
を
示
す
「

帝
日
丁
」
と
い
う
呼
稱
が
見
え
る
。「
河

南
平
頂
山
應
國
墓
地
八
號
墓
發
掘
簡
報
」（『
華
夏
考
古
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）

で
は
帝
を
父
祖
の
意
で
あ
る
と
し
、

帝
を
武
王
の
父
で
あ
る
文
王
の
こ
と
と
釋

す
る
が
、
張
懋
鎔
「
再
論
〝
周
人
不
用
日
名
說
〞
」（『
文
博
』
二
〇
〇
九
年
第
三

期
）
や
李
凱
「
應
公
鼎
〝

帝
日
丁
〞
試
解
」（『
殷
都
學
刊
』
二
〇
〇
八
年
第
三

期
）は
簡
報
說
を
否
定
し

帝
日
丁
が
武
王
本
人
を
指
す
と
見
な
し
て
い
る
。『
春

秋
左
氏
傳
』
僖
公
二
十
四
年
記
事
に
は
應
が
「
武
の
穆
な
り
」
と
言
及
さ
れ
て
お

り
、

帝
の
解
釋
は
張
懋
鎔
・
李
凱
說
の
方
が
妥
當
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

應
侯
鼎
銘
文
は
周
王
が
日
丁
と
い
う
殷
風
の
諡
號
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
證
據
と

な
る
。
應
侯
が
姫
姓
氏
族
で
あ
る
と
す
る
『
左
傳
』
の
記
述
が
誤
り
で
あ
る
な
ら
、

「

帝
日
丁
」
が
殷
Ⅰ
期
の
武
丁
を
指
す
と
も
讀
め
る
が
、

字
は
一
般
に
周
武

王
に
對
す
る
專
字
で
あ
り
、
可
能
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。

こ
の
他
、
西
周
中
期
の

姫
簋
（
集
成3978

）
に
「

（
濂
）
姫
乍
（
作
）

父
庚
깻
簋
」【
濂
姫
、
父
庚
の
깻
簋
を
作
る
】
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
ま
た
金
文

に
見
え
る
西
周
早
期
の
燕
侯
世
系
に
「
召
伯
父
辛
」
な
る
人
物
が
い
る
。
文
獻
の

記
す
通
り
召
公
の
一
族
が
姫
姓
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
周
初
の
姫
姓
氏
族
が

殷
風
の
諡
號
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
黃
國
輝
の
說
を
裏
付
け
る
も
の
と

な
る
。
周
の
宗
族
制
が
完
成
を
見
る
の
は
概
ね
西
周
中
期
で
あ
り
、
諡
號
の
違
い

も
民
族
の
差
だ
け
で
な
く
あ
る
程
度
時
代
の
差
に
依
據
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
讀
み
取
る
こ
と
が
出
來
る
。



漢
字
學
硏
究　

第
二
號

八
一

땚
멷
（
鑄
）
且
（
祖
）
辛
寶
깮
（
깻
）
彝
。

金
文
の
「
鑄
」・「
作
鑄
」・「
鑄
作
」
は
鑄
造
す
る
の
意
味
で
、
靑
銅
器
を
作
成

す
る
意
味
の
「
作
」
字
と
ほ
ぼ
同
じ
文
意
の
字
で
あ
る
。
異
體
字
が
非
常
に
多
く
、

主
に　

　

・　

 　
・　

　

・　

  　

・　
　

・　
　

・　
　

・     

な
ど
の
形
が
見

ら
れ
る
。
林

『
古
文
字
研
究
簡
論
』（
吉
林
大
學
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
は
、

元
は
灼
熱
の
火
に
似
た
金
屬
溶
液
を
傾
け
る
情
景
を
象
っ
た
表
意
文
字
で
あ
っ
た

が
、
變
化
の
過
程
で
意
符
の
「
金
」
と
音
符
の
「　

　
（
壽
）」
が
加
わ
り
、
最
後

に
は
金
に
从
い
壽
に
从
う
形
聲
字
で
固
定
さ
れ
元
々
含
ん
で
い
た
偏
旁
は
完
全
に

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
、
そ
の
字
の
成
り
立
ち
を
說
明
し
て
い
る
。

西
周
早
期
で
も
特
に
早
い
時
代
に
屬
す
る
で
あ
ろ
う
大
保
方
鼎
（
集
成1735

）・

大
保

（
集
成5018

）・
大
保
盤
（
集
成10054
）
や
、
同
じ
く
西
周
早
期
の
作

册
大
鼎
（
集
成2758

、2759

、2760

、2761

）
や
王
七
祀
壺
蓋
（
集
成9551

）

に
見
え
る
鑄
字
は
林

の
述
べ
る
原
型
の
字
形
に
近
い　

　

や　
 　

な
ど
で
あ

り
、
本
銘
の
鑄
字
も
同
じ
く
最
も
古
い
時
代
の
字
形
を
留
め
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。乙

器
器
底
の
銘
文
で
は
、
蓋
の
祖
乙
と
は
異
な
る
祖
辛
と
い
う
先
祖
が
祭
祀
の

對
象
と
な
っ
て
い
る
。
金
文
で
は
祖
父
以
上
の
祖
先
は
總
じ
て
「
祖
」
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
高
祖
や
亞
祖
の
よ
う
な
呼
び
分
け
が
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
多

く
は
「
祖
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

本
器
の
よ
う
な
蓋
と
器
の
名
前
が
異
な
る
例
は
ご
く
稀
で
あ
る
が
、
③
韋
心
瀅

は
僕

（
新
收1753

、
西
周
早
期
）
の
器
內
壁
の
銘
文
で
「
用
乍
（
作
）
父

辛
깮
（
깻
）」
と
あ
る
の
に
對
し
、
蓋
內
に
は
「
쎚
父
丙
」
と
書
か
れ
て
い
る
例

を
擧
げ
て
い
る
。
そ
の
他
、
老
簋
（
新
收1875

）
と
虎
簋
蓋
（
新
收1874

）
の

よ
う
に
器
と
蓋
と
で
全
く
違
う
內
容
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
銅
器
も
存
在
し
て

い
る
。
韋
心
瀅
論
文
に
は
所
有
者
の
話
と
し
て
、
入
藏
時
は
み
な
器
と
蓋
が
接
着

し
て
い
て
手
で
は
開
け
ら
れ
な
い
狀
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

甲
乙
の
器
形
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
鑑
み
る
と
、
發
掘
時
に
器
と
蓋
の
組
合

わ
せ
を
誤
っ
た
可
能
性
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。              

殷
代
甲
骨
文
に
は
合
集2131

の
父
甲
・
父
庚
・
父
辛
に
一

ず
つ
捧
げ
た
例

や
、
合
集2192

「
勿

（
侑
）
多
父
」、
合
集38731

「
貞
其
祀
多
先
﹇
祖
﹈」
な

ど
、
祭
祀
の
際
に
複
數
の
先
祖
を
祀
る
例
が
數
多
く
見
ら
れ
る
。
本
器
が
製
作
さ

れ
た
の
は
成
王
期
の
ご
く
早
い
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
點
で
は
殷
の
影
響
を
受
け

た
諡
號
を
祖
に
對
し
用
い
て
い
た
땚
が
、
祭
祀
方
法
に
も
殷
の
遺
風
を
殘
し
て
い

た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。

訓
讀

　

甲
器
（
器
底
・
器
蓋
）・
乙
簋
（
器
蓋
）

唯
れ
八
月
公
殷
を
夷た

い
らぐ

る
の
年
、
公
、
땚
に
貝
十
朋
を
賜
ひ
、
廼
ち
땚
に
命
じ

て
三
族
を
랡
ら
し
め
、
땚
の
室
と
為
さ
し
む
。
茲
の
簋
を
用
て
公
の
休
を
設
け
、

用
て
祖
乙
の
깻
彝
を
作
る
。

　

乙
器
（
器
底
）

땚
、
祖
辛
の
寶
깻
彝
を
鑄
す
。



땚
簋

八
二

現
代
語
譯

　

甲
器
（
器
底
・
器
蓋
）・
乙
簋
（
器
蓋
）

公
が
殷
の
反
亂
を
平
定
し
た
年
の
八
月
、
公
は
땚
に
貝
十
朋
を
賜
り
、
そ
れ
か

ら
땚
に
三
族
を
管
理
し
、
そ
の
家
の
附
庸
と
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
う
し
て
땚

は
こ
の
簋
を
も
っ
て
公
の
お
惠
み
を
な
ら
べ
、
祖
乙
を
お
祭
り
す
る
た
め
の
깻
彝

を
作
っ
た
。

　

乙
器
（
器
底
）

땚
が
祖
辛
を
お
祭
り
す
る
た
め
の
寶
깻
彝
を
鑄
造
し
た
。

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

化
硏
究
所
漢
字
學
硏
究
會
會
員
）


